
≪ 添付書類 ≫ 

① 身体障害者診断書（発行から 6 か月以内のもの） 

② 写真 １枚（縦 4 ㎝×横３㎝，上半身，脱帽） ・写真の裏面に住所と氏名を記載してください 

③ 個人番号カード 又は、通知カードと身元確認書類 ※ 

 ・15 歳未満の児童については、児童の個人番号がわかるものと、保護者の身元確認書類をご持参ください 

 

 

    身体障害者手帳交付申請書 

 

                           令和○○年○○月○○日 

居 住 地   鴨川市 

ふ り が な 

氏   名                 

 年   月   日生   

 個 人 番 号 

 

１５歳未満の児童 

 

ふ り が な 

氏   名 

年   月   日生   

個 人 番 号 

 

 

 千葉県知事  様 
   

  私は身体障害者福祉法第１５条の規定により身体障害者手帳を交付願いた

く関係書類を添えて申請いたします。 

（備考） 

身体障害のある１５歳未満の児童については、手帳の交付は保護者が代わって申 

請することになっている。この場合には、児童の氏名、生年月日及び個人番号を 

    欄に記入することとし、保護者の個人番号は記入する必要がないこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
押印は廃止になりました 

※ ③の取り扱いについて  

・本人が手続きを行う場合と、本人以外の代理人が手続きを行う場合で、本人確認書類が異な

ります。詳しくは、 裏面 を参照してください。 
 

なお、原則として個人番号の記載を求めますが、下記の場合は、個人番号を記載せず申請可能

です。その際、市職員が住民基本台帳ネットワーク等を用いて当該申請者等の個人番号を検索

し、記載して差し支えないこととなっています。 

・ 窓口において、個人番号がわかる書類や身元確認書類が不足し、申請書等へ個人番号の記載が難しい場合 

・ 同一の給付に係る 2 回目以降の申請等の際に、当係において、初回の申請等により当該申請者等の個人番 

・ 号を既に保有していると確認できる場合 

・ 本人の意思表示能力が著しく低く、代理権の授与が困難である場合（委任状等が準備できない場合） 
 

＜問い合わせ＞鴨川市福祉課 障害福祉係 電話：04-7093-7112 

交付申請書の提出年月日を記入。 

記 入 例 

余白に電話番号を鉛筆等で 

記入してください。 


